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損
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摘
出
釆
得
る
や
否
や
を
尭
づ
決
定
し
な
け
れ
ば
覆
ら
な
い
｡
此
鮎
か
ら
皇
軍
占
領

下
に
あ
る
南
方
諸
地
域
の
原
住
民

に
放
で亘
る
に
.
各
民
族
の
額
類
は
甚
だ
多
く
'
英
人
教
も
爪
畦
人
を
除
く
以
外
は
概
ね
少
教
で

あ
-
'
且

つ

各
民
族
の
文
化
程
度

･
慣
習

二
示
教
も
臭
っ
て
居
る
o
加
ふ
る
に
'
彼
等
の
内
に
は
新
ら
し
い
職
を
求
め
ね
ば
な
ら
な

い
程
生
酒
に
窮
し
て
は
居
ら
ず
､
努
働
に
封
す
る
彼
等
の
観
念
も
所
謂
賛
宰
三
貴
横
棒
下
に
於
け
る
努
働
と
云
ふ
も
の
と
異
つ
て
居

る
の
が
多
い
｡
従
っ
て
､
彼
等
に
近
代
的
&
.1産
柴
に
必
要
な
労
働
力
を
期
待
す
る
に
は
相
恩
困
難
な
諸
事
情
も
あ
り
､

一
概
に
は
決

定
し
難
い
の
で
あ
る
o
賛
際
'
碓
釆
白
人
の
勢
刀
下
に
あ
っ
た
南
方
諸
地
域
に
於
け
る
近
代
的
生
産
柴
に
封
し
て
必
要
な
る
労
働
力

は
.
比
律
賓
及
び
t<
畦
を
除
-
以
外
は
殆
ん
ビ
ル
釆
浄
樹
請
に
侍
存
し
て
牌
花
JJ
云
ふ
の
が
英
管
状
で
あ
っ
た
｡
例

へ
ば
甫
方
に
於

て
虻
代
的
生
産
栄
の
娘
も
発
展
し
て
視
て詣
一二
大
関
輯
粥
及
び
詐
鞘
El
に
紙
で
.見
て
も
.
析
許
は
主
と
し
1iJ
支
那
人
及
印
寛
人
労
御
許

lJ

..(:
1rC
∴
:
I
r
..I'
∴
.J
∴
[
､
:I:,
/J
'.ー･二
.
.
.Y,:
..
:
..
･
ー
‥･]

･
∵

;

.

.

∵

∴

.I:∵
.

/

･'∵
∵
‥/

/I:蒜
.:
'∵

に
.
...

カ
･
ピ
ソ
ト
ン
で
は

支

那
人
類
働
者
に
伐
有
す

る
耕
態
で
あ
っ
た
Q
か
1
る
事
柄
は
白
人
の
営
利
,H
蓑
に
蓋

い
た

結

果

で

あ

っ
た
と

墜

茶
へ
'
原
住
民
労
働
力
を
近
代
的
生
産
糞
に
振
り
向
け
る
こ
と
の
困
難
さ
を
如
資
に
物
語
っ
て
居
る
と
も
云
へ
や
う
｡
従
っ
て
南

方
地
域
に
於
け
畠

国
防
重
要
貴
液
の
関
喪
並
に
獲
得
を
急
速
に
行
ふ
に
葛
つ
て
は
､
我
国
民
の
労
働
者
と
し
で
の
南
方
進
出
に
は
多

-
の
期
待
が
か
け
ら
れ
な
い
今
日
.
原
住
民
労
働
力
を
新
た
に
利
用
す
る
方
淡
を
誹
す
る
こ
と
は
勿
論
必
要
で
あ
る
が
､
そ
れ
よ
並

ん
で
'
香
そ
れ
以
上
に
従
卒
利
用
さ
れ
て
既
に
其
能
率
も
試
験
所
の
外
舜
努
働
者
を
利
用
す
る
方
が
･L15-
効
果
的
で
あ
る
O
き
ち
云

っ
た
意
向
か
ら
'
茶
に
南
方
に
於
け
る
外
釆
労
働
者
の
一
た
る
印
度
人
労
働
者
を
探
り
上
げ
て
見
た
.
勿
論
.
今
後
更
に
多
く
の
印

庶
人
労
働
者
を
利
摘
す
る
か
菅
か
の
現
草
間
忍
は
主
と
し
て
我
国
と
印
度
･

L
の
国
際
関
係
の
推
移
に
,15つ
て
決
定
す
る
問
題
で
あ
る

･

膏
英
領
馬
充
に
於
け
る
印
度
人
勢
勘
考

l

第

二
巷

八
丁
九

第
四
耽

五
五



蕃
英
領
馬
束
に
於
げ
る
印
度
人
労
働
者

一

軍

1巻

八
二
〇

第
四
枕

空
へ

の
で
'
此
鮎
に
裁
て
ば

一
庶
考
慮
の
外
に
置
-
こ
と
ゝ
し
.1
唯
大
東
歴
戦
季
節
に
於
け
る
状
態
に
裁
て
述
べ
て
見
る
腰
わ
で
あ
る
｡

倫
'
南
方
地
域
に
於
て
大
東
韮
栽
璽

剛
迄
∵

印
度
人
労
働
者
が
便
桶
せ
ら
れ
て
居
た
諸
国
は
菅
英
領
馬
木
と
緬
旬
で
あ
る
が
'
此
虞

で
は
近
仕
的
生
産
業
に
使
用
せ
ら
れ
た
印
度
人
塔
働
諸
を
弼
敦
と
す
る
JJ
云
ふ
見
地
か
ら
.
鴛
英
傑
馬
都
に
限
っ
た
e

M
H

JJ"1こ
しヽ
L.-TV
..づ
一･㌧ヽ

こ

TF
lプ
句
｡
=;
封
Lil
が
い
る
印
摂
人
革
働
渚
の
分
布
と
其
行
政

菅
英
領
馬
乗
の
人
口
は

1
九
三
九
年
末
に
於
て
五
首
四
十
商
人
を
算
す
る
が
､
其
内
支
部
人
二
百
三
十
商
人
'
馬
衆
人
二
百
二
十

寓
人
､
印
度
人
七
十
四
商
人
で
､
些

二
者
に
よ
っ
て
馬
釆
人
口
の
九
割
･P
/分
に
達
す
る
.
而
し
て
馬
帝
人
は
垂
と
し
て
農
耕
に
従
事

し
て
居
れ
'
近
代
的
生
産
業
の
努
働
者
と
し
て
は
支
部
･<
及
び
印
度
人
が
使
用
さ
れ
る
｡

l
九
二
二

年
の
囲
勢
調
査
に
よ
れ
ば
'
支

那
人
労
働
者
竺

ハ
十
八
筒
二
千
人
で
'
印
変
人
は
三
十
六
高
四
千
人
を
算
す
る
が
､
JJ
れ
を
近
代
的
生
産
業
た
る
主
要
な
る
エ

ス
テ

ー
ト
'
銀
山
及
び
工
場
に
於
て
見
る
に
攻
の
如
-
で
あ
る
｡

支
那
人
労
働
者

印
度
人
勢
働
者

7
九
三
七
年
末
に
於
け
る
主
要
エ
ス
テ
ー
-
･
歯
山
･
工
場
に
於
け
る
支
印
労
働
者
数

エ
ス
テ
ー
-

贋

山

H

蕩

七
五
'五
八
九
人

五

二
九
〇
六
人

四
四
'五
八
五
人

二
四
三
'九
九
九

八
二
ハ
八
〇

九
三

九
七

計

■

一
七
二
'〇
八
〇
人

二
大
7
.九
七
六

(備
考
)

A
n
n
u
al
D
ep
artm
e

n
tal
R
epor
t
s

o
f

t
h
e
S
tra
it
S
e
tt7e
m
e
n
ts

fo
r
th
e
193
7

,
V

o〓
Ⅰ.
p
1
5

941
596
.

か
-
の
如
-

エ
ス
テ
ー
ト

･
鋳
山

･
工
場
の
三
つ
の
労
働
者
を
と
っ
て
見
れ
ば
即
庶
人
努
働
者
が
支
部
人
額
働
者
よ
り
も
大
で
あ



謂
封諾
､

--･･･-
･
･･

･
･

.

･-,尊

,r.･壷

T

･

る
が
'
こ
れ
は
仝
-

エ
ス
テ
ー
ト
に
於
け
る
印
度
人
草
働
者
が
支
邦
人
労
働
者
の
約
三
倍
に
蓬
し
て
居
る
席
で
あ
る
0
然
も
印
度
人

労
働
者
の
九
割
迄
は
エ
ス
テ
ー
ト
労
働
者
で
あ
-
､■
更
に
印
度
人

エ
ス
テ
ー
ト
努
働
者
の
九
割
二
分
迄
は
讃
講
園
努
働
で
あ
る
.

O
て
'
馬
帝
に
於
け
る
近
代
的
生
産
業
に
従
事
し
て
居
る
印
変
人
労
働
者
の
大
部
分
は
讃
譲
園
労
働
者
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
｡
そ
れ

敬
.
馬
乗
に
於
け
る
印
度
人
労
働
者
を
研
究
の
封
象
と
す
る
場
合
.
結
局
印
度
人
語
謀
簡
単
働
者
を
中
心
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

博
で
あ
る
｡
嶺
山
及
び
工
場
に
於
け
る
印
度
人
労
働
者
は
少
な
-
仝
労
働
者
の
各
々
一
割
を
占
む
る
に
反
し
､
支
那
人
労
働
者
は
各

々
八
割
を
占
め
て
墜
倒
的
で
あ
る
｡

L

L
Jノ

ノ

馬
凍
聯
邦
州

叫

五

五

.
也

二

五

人

ベ
ラ
州
五
五
､五
六
二
人
'
ス
ラ
ン
ゴ
ー
ル
州
六
一
､五
二
六
人
'
ネ
ダ
リ
･セ
ム
ピ
ラ
ン
州
一二
〇
'
八
九
〇
人
'
バ
ハ
ン
州
七
'七
四
七
人

馬
来
非
聯
邦
州

七
〇
､九
四
八
人

ジ
鼠
ホ
ー
ル
州
三
九
.六
八
六
人
..
ケ
ダ
州
二
八
'
二
五
三
人
'
パ
ー
-
ス
州
二
六
八
人
'
ケ
ラ
ン
タ
ン
州
二
'七
E
I
7
人

計

二
四
三
'九
九
九
人

＼
備
考
)

前
掬
書
､
五
九
四
頁
に
ょ
る
O

●

此
等
の
分
布

は云ふ
迄
も
な
く
馬
釆
護
譲
園
の
分
布
と
相
照
腐
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
後
述
す
る
如
-
印
変
人
努
働
行
政
の
中
心

が
聯
邦
州
に
浸
か
れ
て
居
る
.LJ
と
も
領
け
る
｡

蕃
英
領
馬
末
に
於
げ
ろ
印
度
人
労
働
者

第
二
巻

八
二
r

第
四
親

五
七



菌
英
領
属
束
に
於
け
る
印
度
人
労
働
者

第

二
審

八
二
二

第
四
群

五

八

彼
等
印
鑑
人
草
働
者
は
殆
ん
ど
J福
部
印
度

の
マ
ド
ラ
ス
州
出
身
者
で
'

マ
ド
ラ
ス
及

び
ネ

ガ
バ

ク
ム
南
港
か
ら
馬
衆
に
移
民
し
祈

っ
た
ク
,,,
-
ル
族
で
あ
る
.
彼
等
は
後
蓮
す
る
如
き
特
殊
な
移
住
制
度
丁
例

へ
ば
カ
ン
ガ

ニ
イ
制
度
に
よ
る
移
住
が
多
い
筏

従
来

t.

護
諜
園
に
労
働

者

と

し
て
働

い
て
軍

の
も
の
と
同

一
郷
早

･･
-
村
落
の
も
の
が
､
同

7
護
譲
園
に
多
1
6な

っ
て
行
′㌔

経

っ
て
属
衆

に
移
仕
す
る
タ
,H
I
ル
窮
も
司
ー
議

L-
.i/
･
L.1
ZL
新
派
唱
た
し
て
コ汚
りわ
｡
J
.･

A
,
1
-.L
H
軒
1綿
‖=LJェ
L
T

.̂
･
'
-.-
-
.
,‥
…
三
･
･

.
A

.;,.;
･JJ卜
∵

∵.T･二
..-;.J.
..
I;I
J
ト
リ
｡∴
.
･
.∴
…
.
.･J
･こ

..∴
･･.I
｣.i.
=
十
･.∴

い.

∵
.
.:
]L/
:｢
･,
和
∵
..JL
,√Jr.LT
:･㌦

]
'J
ノヽ
IT

.'･
,̂
-
C.

TL;
.
.

-､
;]
･､
1
..
.
,

ノ
ー
ス
･
ア
ル
コ
ッ

ト
牒

サ

ー

レ

ム

願

I

-

チ

ノ
ポ

-

煤

チ
ン
グ
ル
プ

ツ
J
･
陳

サ
ウ

ス
･
ア
ル
コ
ッ
ト
解

仝

移

民

数

(備
考
)

前
視
筈
'

五
六
二
頁
に
よ
る
0

山
九
二
七
年

二
九
'
二
二
七
人

二
二
､
五
三
四

7
四
.七

1
二

!
七
､
五
六
〇

七
'七
四
七

1
三
三
'〇
四
四

7
九
三
七
年

一
八
'五
六
六
人

八
.E
tl
l八

五
､
五
四
八

匹

匹
二
二
ハ

四
､四
七
六

五
五
'〇

一
八

此
内
.

ノ
ー
ス

･
ア
ル
コ
ツ
L
願
､
チ
ン
グ
ル
プ
ッ
ト
願
及
び
サ
ウ

ス
･
ブ
ル
コ
ッ
ト
願

の

1
部
は

マ
ド
ラ
ス
港
か
ら
'
サ

ー
レ

ム
鼎
'
ト
リ
チ
ノ
ポ
リ
願
及
び
サ
ウ
ス

･
ブ
ル
コ
ッ
ト
席

の

7
部
は
ネ
ガ
バ
ク
ム
港
か
ら
馬
衆

へ
移
住
し
て
居
る
｡

以
上

灯

於
て
'
膏
英
領
馬
乗
に
於
け
る
印
度
人
労
働
者

の
分
布
空

瞥
し
た
が
'
攻
に
此
等
印
度
人
労
働
着
に
封
す
る
行
政
機
関

に
裁
て
述
べ
や
う
.
此
行
政
磯
閲
を
述
ぶ
る
に
普

つ
て
注
意
す
べ
き
は
､
憶
死
に
於
け
る
弊
働
者
は
支
部
人
が
最
も
多
-
､
其
他
馬

衆
人
･
爪
畦
人
等
の
労
働
者
が
存
春
す
る
の
で
あ
る
が
､
労
働
行
政
の
中
心
は
常

に
印
度
人
労
働
着
に
向
け
ら
れ
て
居
る
鮎
で
あ
る
｡



･ry渚
歳暮

勿
論
'
支
部
人
労
働
着
の
馬
に
は
別
に
華
氏
事
務
局
が
あ
っ
て
､
此
魔
で
保
護
監
督
を
行
つ
て
は
居
る
が
､
某
組
織
は
印
度
人
夢
働

･W
の
甥
の
行
政
組
織
に
此
す
れ
ば
小
さ
い
O
此
理
由
は
即
変
人
労
働
者
保
護
の
駕
に
必
要
な
監
督
は
支
那
人
労
働
者
に
は
不
必
車

で

あ
る
と
云
ふ
屈
葬
常
局
の
見
解
に
基
-
も
の
で
あ
る
0
賃
際

｢
支
部
人
は
印
度
人
よ
り
も
高
専
を
自
分
蓮
で
虞
理
す
る
能
力
外
あ
り

'i.;]r)

政
府
の
取
締
-
を
歓
迎
せ
ず
､
放
任
の
方
が
､
艮
結
果
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

｣
｡

背
英
領
濁
碑
に
於
け
る
印
変
人
労
働
行
政
は
他
の
弊
働
者
と
同
じ
く
馬
爽
労
働
局

T

he
La.PourD
ep
【･
ld
a.Ia
y
a
･
が
暗
嘗
し
て

居
る
.
而
し
て
労
働
行
政
を
行
ふ
に
営

つ
て
は
馬
衆
を
政
治
的
竺

二
つ
の
グ

ル
ー
プ
'
即
ち

'海
峡
植
民
地
'
馬
釆
聯
邦
'
周
東
非

聯
邦
に
分
ち
'

各
グ
ル
ー
プ
の
有
す
る
努
働
法
に
基
い
て
な
す
の
で
あ
る

遍

峡
植
属
地
に
は

L
qTm
ur
{J
rJ]-･Aria
PIC
e
,
偶
然
碗
邦
で
は

L
a
b
o
u
r
C
o
d
e.
満
額
非
聯
邦
で
は
各
州
海
に
濁
1m
の

J.
a
b
o
Llr
C
ctd
e
乃

1誼
は

L
a
bc).1r
E
Tla
C
tiTle
n
t
を

有
L
T
BLI
a
tjO

お
粥
k
T.凱
=引
..ply

訟
得
て
之
に
基
き
､
労
働
者
の
貸
銀
､
住
宅
.
衛
生
'
病
院
'
用
水
.
喫
働
契
約
等
に

裁

て

通
常
な

る

規
雄
を
立

て
る
の
で
あ
る
｡

今
'
其
行
政
組
織
に
裁
て
見
る
に
攻
の
通

り
･で
あ
る
｡

!
'
労
働
局
は
馬
衆
聯
邦
州
の
首
都
た
る
ク
ア
ラ
･
ル
ム
プ
ー
ル
に
ゐ
L
f
此
底
に
長
官
以
下
の
投
入
が
居
る
0
而
し
て
長
官
は
定
期
的
に
各
グ
ル

ー
プ
を
巡
親
す
る
O

二
'
馬
来
聯
邦
地
域
に

は
'
属
衆
聯
邦
労
務
官
が
同
じ
-
ク
ア
ラ
･
ル
ム
ブ
ー
ル
に
庶
在
し
て
倍
-
'
次
の
官
話
言

よ
っ
で
補
佐
さ
れ
る
O

即
も
､

(
イ
)
ベ
ラ
州
イ
ポ
ー
鹿
在
の
労
務
官
補
'
(
ロ
)
ネ
ダ
リ
･
セ
ム
ピ
ラ
ン
州
ス
レ
ン
バ
ン
駐
在
の
労
務
官
補

(
こ
の
労
務
骨
輔
は
マ
ラ
ッ

カ
も
監

督
す
る
)'
(
〟
)
ス
ラ
ン
ゴ
ー
ル
州
ク
ラ
ン
鹿
在
の
労
務
官
締
｡
而
し
て
之
に
加
ふ
る
に

印
度
人
骨
野
市
専
任
の
労
務
官
補
が
ク
ア
ラ
･
ル
ム
プ

ー
ル
'
ク
ラ
ン
及
び
イ
ボ
ー
に
牒
在
し
て
居
る
｡

三
､
滴
峡
植
民
地
地
域
に
封
し
て
は
ペ
ナ
ン
に
涼
峡
相
良
地
勢
務
官
が
庭
番
し
.
ペ
ナ
ン
尉
雇
の
労
務
官
補
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ
る
｡
筒
､
新
嘉
墳

膏
英
領
馬
衆
に
於
け
る
印
度
人
労
働
者

第
1
1萄

八
二
三

第
四
郎

五
九



馨
英
領
馬
死
に
於
け
る
即
席
人
労
働
者

第

二
潜

八
二
四

第
四
斬

六

〇

と

ペ
ナ
ン
に
は
印
度
人
労
固
有
専
任
の
勢
務
官
が
居
る
｡

四

'

ジ
p
ホ
ー
ル
州
は
労
働
局
長
官
の
直
填
支
配
下
に
あ
-
'
ジ
D1
ホ
ー
ル
弊
敏
活
に
基
き
労
務
官
の
役
目
を
す
る
美
園
官
吏
が
ジ
日
ホ
ー
ル
･
パ

ル
に
厳
在
し
て
居
る
｡

淀
'
ケ
ダ
及
パ
ー
-
ス
州
は
ジ
笥
i=
-
ル
州
-
同
じ
働
き
を
す
る
英
国
骨
虜
が
ケ
ダ
ー
労
務
骨
と
tIb
つ
て
居
-
､
印
度
人
勢
噺
者
監
督
官
に
･Ll
r.
T

補
佐
さ
れ
る
C

六
､
ウ
ラ
ン
歩
､ノ
外
は
印
度
人
傑
倍
額
か
ゆ
い
筏

ク
プ
ラ
q

ク
ラ
イ
血
在
の
地
を
官
吏
が
lL
.7
/
タ
ン
静
狩
好
む
兜
ね
で
居
り
㍉
印
腰
人
鱒
働
背

監
要
項
Hニ
ーrいt.
｢
抑
僻
さ
れ
る
)

七

'

-
レ
.h
ガ
ヌ
州
払
亦
地
方
官
吏
が
･1
レ
ン
ガ
ヌ
労
務
骨
を
衆
ね

て居
る
｡

此
等
労
働
局
の
官
吏
は
殆
ん
ど
英
圃
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
居
る
と
同
時
に
彼
等
は
す
べ
て
印
度
人
労
働
者
の
移
民
港
た
る

マ

(屯
二
)

ド
ラ
ス
或
は
ネ
ガ
バ
ク
ム
に
放
け
る
移
民
駐
在
官
と
し
て
ク
ミ
ー
ル
移
民
に
閲
す
る
経
験
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
｡

東

に
'
印
度
に
於
て
移
民
を
監
督
す
る
屑
に
'

マ
ド
ラ
ス
と
ネ
ガ
バ
ク
ム
に
先
述
せ
る
馬
衆
の
移
民
駐
在
官
を
'
亦
馬
索
に
於
け

る
印

度

人
労
働
着
を
監
督
す
る
篤
に
､
印
度
政
廉
駐
在
官
が
設
け
ら
れ
て
あ
る
0

ノ

三

印

度

人
努

働

渚

の
移

住

と
/印
度

人
移

民

基
金
制
度

菅
英
領
属
乗
に
於
け
る
印
度
人
勢
働
者
の
九
割
迄
は
農
園
労
働
者
で
あ
り
.
其
殆
ん
ど
は
茸
諜
園
に
集
中
し
て
居
る
と
と
は
前
述

し
た
通
り
で
あ
る
o
然
し
､
今
世
紀
の
初
め
護
謀
が
属
乗
に
移
植
さ
れ
る
以
前
に
於
て
畠

庶
人
努
個
着
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
帯

で
は
な
い
.
大
髄
印
度
人
労
働
者
は
属
衆
が
ベ
ン
ガ
ル
政
膳
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
時
か
ら
貰
統
八
を
見
て
居
る
が
'
英
国
草
本
に
よ

る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
企
業
が
未
だ
徴
々

た
る
状
態
で
あ
っ
た
薦
'
其
流
入
も
極
め
て
少
な
か
つ
た
の
で
あ
る
｡
護
謀
が
移
植
さ
れ



鞄･

る
以
前
に
放
て
は
'
主
な
プ
ラ
ン
テ
-
･ン
ヨ
ン
企
柴
は
砂
糖
で
あ
っ
て
'
十
九
世
紀
の
複
年
頃
か
ら
漸
-
盛
ん
と
な
っ
て
釆
'
割
合

多
顛
な
資
本
と
科
挙
的
方
潅
JJ
が
韓
用
さ
れ
'
印
度
人
労
働
者
は
専
ら
此
企
業
に
使
用
さ
れ
た
.
勿
論
､
馬
乗
の
産
物
と
し
て
は
砂

糖
の
他
に
釆
'
コ
､
ナ
ッ
ト
'
サ

ゴ

'
ガ
ム
ビ
ア
'
タ
ピ
オ
カ
'
胡
根
等
の
農
産
物
と
錫
の
如
き
舘
産
物
は
あ
つ
た
が
'
此
等
は
属

帝
人
及
び
支
部
人
に
よ
っ
て
栽
埼
乃
至
は
採
掘
さ
れ
'
然
も
錫
以
外
は
小
規
模
で
印
変
人
努
働
者
使
用
の
問
題
は
起
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
.
虞
が
'

1
八
九
〇
年
頃
に
至
っ
て
加
誹
が
移
植
さ
れ
'
其
慣
格
の
昂
騰
と
共
に
栽
培
面
積
も
蹟
大
し
乗
り
､
努
働
問
題
紅

顔~
し
..
砂
糖
と
共
に
連
日
を
引
-
に
至
つ
た
が
'
其
後
病
害
の
駕
に
其
生
産
は
阻
止
さ
れ
て
了
つ
た
｡
か
-
て
今
世
紀
の
初
め
数
年

位
迄
は
主
な
農
業
企
業
と
し
て
は
砂
糖
の
み
JJ
な
-
､
ベ
ラ
州
北
部
及
び
プ
ロ
ビ
ン
ス
･
ウ
ェ
ル
ズ
リ
イ
の
ヌ
ボ
ン
･
ツ
.ハ
ル
地
方

に
於
で
相
首
の
規
模
で
栽
増
さ
れ
て
居
た
e
而
し
て
此
労
働
補
給
は
主
と
し
て
南
部
印
変
の
タ
p･,,･I
ル
旗
の
契
約
菅
カ
に
よ
っ
で
な

Tilれ
.L～1Q
,Lj什
政
'
対
比敷
L/
瞥
執
ぎ
)
j＼
hk
lた

)
Ill.
1/糧
二
/I,-
■
1
J
.)
.I
-～
.
r･
.

7.
,.

L
メ
.F

r
E
一
芸
..堰
..｣
l〃
,-
-h…
け
ノ
H
T
･ノ郎
=
が
て
‖
1ノ
T7.1し

年
E
Lt王
ら
L九
･1V'玉
.I(
T-
メ
;
,

出
雲
学
齢
頚
は
≡
ヶ
年

の
･労
働
契
約
に
よ
-
..
仰
カ
の
企
業
者

にょ

つ

て

直

接

勢

用

が

負

路
さ

れ

て

招
致
さ

れ

た

が

'

其

費

用

に
凋
嘗
高
-

つ
.S
ね
や
う
で

′

あ
る
｡
尤
も
馬
釆
改
床
も
印
度
人
労
働
者
招
致
に
開
し
攻
の
や
う
な
神
助
を
輿

へ
た
や
う
で
は
あ
っ
た
.

(
1)

一
八
九
〇
年
に
於

け
る
海
峡
植
民
地
政
府
債
例
に
よ
っ
て
印
度
マ
ド
ラ
ス
州
ネ
ガ
バ
ク
ム
に
移
民
収
容
所
を
設
置
せ
し
め
'
苦

力
の
宿
泊
並
に
属
衆

へ

の
出
帆
迄
の
食
事
供
輿
'
(
二
)

1
定
年
眼
に
亘
る
ネ
オ
バ
ク
ム
か
ら
馬
葬
迄
の
航
路
補
助
金
の
交
付
,
(
≡
)
農
園
に
封
し
て
這

教
の
無
料
粟
船
切
符
の
支
給
｡
頗
る
に
'
今
世
紀
に
な
る
や
p
英
国
香
木
に
よ
る
席
釆
産
業
の
急
激
な
る
襲
展
に
伴
っ
て
益
々
多
-

の
労
働
者
を
必
要
と
す
る
や
う
に
な
っ
た
.

1
方
.
南
部
印
度
に
於
て
も
属
衆
の
好
待
遇
を
望
ん
で
乗
る
も
の
増
加
し
'
契
約
晋
力

以
外
に
か
1
る
契
約
を
も
た
な
い
所
謂
自
由
移
民
の
到
来
が
増
加
し
て
行
っ
た
.
亦
'
自
由
移
民
招
致
の
コ
ス
ト
は
契
約
昔
力
の
n

嘗
英
領
民
衆
に
於
け
る
印
度
人
勢
働

省

筆

雇

八

二
五

第
四
肪

六
一



'Tー｢PrT 〔 " ､-<~ /
一1

替
英
領
馬
流
に
於
け
る
印
度
人
勢
働
者

第
l
姦

八
二
六

第
四
折

六

二

ス
ト
の
約
四
分
の
三
で
あ
っ
た
葛
'
之
を
雇
傭
す
る
方
面
は
甚
だ
床
か
つ
た
｡
其
結
果
'
例

へ
ぼ

1
九

〇
四
年
に
は

阜
Y
も
自
由
移

民
の
流
入
は
契
約
菅
力
数
を
凌
駕
し
'
契
約
菅
力
二
千
六
盲
人
に
射
し
て
白
由
移
民
は
二
手

三
百
人
に
達
し
た
.
比
等
の
契
約
菩
カ

は
殆
ん
ど
砂
借
栽
培
に
吸
放
さ
れ
て
了
つ
た
が
'
自
由
移
民
は
主
と
し
て
｡

こ
ノ
ッ
ト
園
其
他
の
労
働
に
使
用
さ
れ
た
｡
鹿
が
､
此

tTrT7･
)
)
占ヒく十コV
＼ノ
}̂
LT'T])
,1/Y
]

.｣
]､
L]J･･l･･/.'̂
…フ
一JJ
)
L
一こ
■

淡
愚

策

嬰
は
従
衆

に
放
け

る
席

非

の
紫

働
諸
賢

誓
雷

程
鮭
で

は

計

ら
れ

な
-
空

き

-
つ

た
伯

労
働
者
確
保
の

問
題
は
蔵
も
喜
要

問
題
化
し
た
｡
到
る
魔
で
労
働
背
の
奪
ひ
合
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

l
定
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
馬
に
相
常
多
額
の
費
用
で
招

〕

致
し
た
奥
的
苦
力
乃
至
は
自
由
努
職
者
に
封
し
て
他
の
経
営
者
が
高
質
銀
の
約
束
で
盛
ん
に
誘
引
し
合
ふ
や
う
に
な
っ
た
｡
其
結
果

印
度
人
労
働
者
補
給
に
関
す
る
従
来
の
制
度
も
危
殆
に
赦
し
た
の
み
な
ら
ず
､
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
者
は
努
働
者
誘
引
費
用
が

非
常
に
高
く
な
っ
て
乗
､
企
業
白
鰻
も
其
賃
に
経
営
難
に
陥
る
も
の
も
出
葬
る
有
様
で
あ
っ
た
O
そ
れ
に
も
拘
は
ら
す
'
労
働
者
の

流
入
は
益
々

増
加
し
た
｡
即
ち

l
九

〇
六
年
に
は
契
約
菅
力
三
千
七
盲
人
'
自
由
弊
働
者
二
甫
二
百
人
'

1
九
〇
七
年
に
は
契
約
苦

力
五
千
五
百
人
'
自
由
労
働
筆

意

四
千
七
盲
人
と
患
っ
て
居
る
.
こ
う
云
つ
た
状
況
把
鑑
み
'
印
度
人
労
働
者
補
給
に
関
し
て
新

た
な
る
制
度
を
設
け
る
必
要
が
あ
り
t

l
九
〇
K
年
に

｢
す
べ
て
の
印
度
人
雇
傭
者
は
印
度
人
移
入
の
た
め
に
の
み
使
用
す
べ
き
基

金
に
強
制
的
に
出
資
を
な
き
し
む
る
｣
と
云
ふ
提
案
の
下
に
､

l
九

〇
七
年
に
印
度
人
移
民
基
金
制
度

T
h
e
ln
d
ian
lm
m
igration

F
und
が
設
定
さ
れ
'

以
後
'

此
基
金
制
度
の
逆
用
に
よ
っ
て
印
度
人
草
働
者
が
統

1
的
に
招
致
せ
ら
る
1
に
至
っ
た
｡
而
し
て
即

庶
人
契
約
菅
カ
は
多
-
の
弊
害
々
伴
ふ
結
果
と
し
て

1
九

1
0
年
六
月
か
ら
殿
止
さ
れ
た
.

印
度
人
移
民
基
金
制
度
は
印
変
人
移
民
委
員
骨

l
ndia
n
l
mmi
g

ration
C
om
m
lttee
に
よ
っ
て
蓮
周
さ
れ
て
居
る
｡
此
露
点
倉
の



叱～タレfk撃噂秘

構
成
は
次
の
人
貞
に
よ
っ

属

来

労

働

局

長

官

海

峡

梅

丘

地
勢
務
骨

衛

生

局

長

土

'
木

局

長

排

水

濯

渦

局

長

馬
釆
聯
邦
銀
議
院
絶
裁

席

末

農

閲

聯
合
曹
長

て
な
さ
れ
て
居
る
O
軌
ち
t

T
he
C
on
troller

of
L
abour,
M
a
la
y
a
.

T
he
D
ep
uty
C

o

n
trolter
of
L
a
b
o
tlr
.
M
a
)a
y
a
.

T

h
e
D
"re
c
to
r
,
M
e
d
ic
a
l
se
r≦

ces.

T
h
e
D
tr
ector.P
u
b
l
ic

W
ork
s.

T

he
D
Zrector
of
h
rlgation
.

T
h
e
Ce
n
eral
m

a

n
age
r
.

F
.
M
.
S
IR
a主-w
ays.
i

T

h
e
C
h
airm
a
n
o
f
T
h
e
U
nLted
P
la
n
t!ng
A
smociatio
n
o
f
M
a
la
y
a
.

Lu l一

之
に
加
ふ
る
に
､
ケ
ダ
'

プ

ロ
ビ

ン
ス
･
ウ

ェ
ル
ズ
リ
ィ
､

ベ
ラ
'

ス
ラ
ン
ゴ
ー
ル
'

ネ
ダ
リ
･
セ
ム
ピ
ラ
ン
'

マ
ラ
ッ
カ
'
ジ

ョ
ホ

ー
ル
,.1.
竺
ア
ン
タ
ン
の
諸
州
呉
囲
代
表
者
並
に
海
峡
植
民
地
か
ら
印
鑑
入
野
勘
者
代
表

山
名
E
.V
馬
凍
聯
邦
か
ら
即
座
人
労
働
諸
代
講

.L.,
‥
二tif
仁
実
一軍
-#
当
ノ功

.F
･{tiJ
な
/
.
て
席
･h′t
･

印

度
人
移
民
基
金
に
出
す

べ
き
既
課
の
基

礎
は
各
農
医

に放
け
る
雇
傭
即
変
人
弊
働
者
の
労
働
日
薮
で
あ
っ
て
7
七
十
二
日
労
働

日
数
藍

早
位
と
し
て
毎
四
半
期
の
賦
課
の
奉
を
印
度
人
膚
民
委
員
倉
に
よ
っ
て
定
め
る
｡
此
率
は
年
に
よ
っ
て
異
な
ゎ

l
定
し
て
な

い
.

令
.

1
九
三
七
年
に
於
け
る
印
変
人
移
民
基
金
報
告
に
よ
れ
ば
攻
の
通
-
で
あ
る
.

舞

Z

四

年

期

第

二

四

牛

期

第

三

四

牛

期

第

内

円

牛

期

一

年

合

計

菅
英
領
馬
丸
に
於
け
る
印
度
人
労
働
者

男
子
1
人

七
二
仙

七
二
仙

二
弟
八
八
仙

二
弟

二
八
仙

六
弗
四
八
仙

女
子
1
人

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

第
二
巻

八
二
七

第
四
新

大
三
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蕃
英
慧

束
に
於
け
晶

度
人
労
働
者

第
二
審

八
二
八

第
四
猷

六
四

此
賦
課
額
禁

ナ
ン
宗

け
る
海
峡
植
民
地
労
務
部
で
翠

期
毎
に
巣
園
主
か
ら
捜
出
さ
れ

る

誓

書

に
基

い
て
計
誉

れ
,
周
布

労
働
局
長
官
の
指
陶
に
よ
-
海
峡
植
民
地
勢
警

が
集
金
し
管
頭
す
る
.

此
基
金
が
合
法
的
に
使
用
さ
れ
る
晶

は
･
(
こ

移
民

の
郷
里
か
ら
マ
ド
…

及
び

､芸

バ
ク
品

抱

に
於
け
る
移
民
牧
容
新
造
の
汽
牢
貸
二

二
)
移
民
収
容
所
に
於
け
畳
何
泊

驚

漂

･
1
､-
-
･ラ
]

.
…

巨
‖
PT
H
J.〝
卜
二ノ
p
･

r
lin
朝
LJJt

iJ
F]/1,
朋
7W
LT
詫
･R

ii.bt屈
側
判
定
G
.漣
質
､

TJ.J＼
ノ
nHか
こ

＼
)

､U;.ⅧrrgliLrLJ
.
に
)
･
･-
･-

此
霊

制
慶
の
碓
護

印

度
人
労
働
着
晶

給
す
る
上
竺

歪

要

義

ら
し
た
O
-

其

1
は
印
度
人
露

希
望
の
島
塁

は

唯
既
望

を
支
梯
ふ
農

て
足
り
.
従
索

の
如
く
特
別
-

額
に
上
る
募
集
費
の
支
出
患

畢
と
し
-

雪

た
o
孝

一は
補
給
の

畏

化
と
確
賛
化
で
あ
る
e

此
制
度
の
篤
に
印
度
人
芸

者
豊

と
し
て
免
許
量

-

孟

民
募
集
人
(
カ
ン
ガ
エ
イ
)
の
手
に
よ

っ
て
大
器

に
必
警

す
晶

働
雷

諾

蒜

充
し
碍
･
且
つ
後
学

孟

如
く
,
カ
ン
ガ
ニ

イ
に
封
す
る
雲

量

者
に
よ
.S>

移
豊

実
に
よ
る
従
衆
の
弊
害
除
雪

確
賛
-

移
民
補
給
と
の
晶

是

し
た
の
で
あ
る
｡
其
三
は
此
基
金
制
度
は
亦
カ
ン
ガ
三

ィ
制
度
に
よ
ら
ざ
る
移
民
の
濃

に
晶

助
長

へ
た
の
で
･
努
働
力
空

豊

富
に
供
給
し
得
た
｡
悪

は
此
基
金
制
度
に
よ
っ

て
従
邦
よ
り
も

一
骨
英
囲
系
護
頭
囲
と
印
度
人
労
働
者
と
の
密
接
な
る
関
係
を
生
す
る
に
至
っ
た
｡

L

E
r

印
度
人
夢
働
者
の
移
住
形
態

･-
特
に
カ

ンガニ
イ
制
度
に
ー
言
移
住

印
度
入
費
働
者
の
移
住
形
態
は
移
住
に
普
つ
て
其
の
費
用
を

自
分
特
で
何
等
補
助
を
受
け
て
な
い
所
謂
非
補
助
移
民

u
nassisted

immi
g

ration
と
'
渡
航
に
嘗
つ
て
印
度
人
移
民
基
思

ら
補
助
塞

け
る
所
謂
補
助
移
民
a
ssisted
Jm
m
.era-i.n
e
二
つ
告

げ



感
周

儒
濁

｡

樟
巨

が
出
雲

o
岩

窟

て
は
非
補
助
移
民
は
殆
ん
ど
商
人
､貿
易
商
卦

壷

富

等
冨

つ
た
が
,
最
雷

笛

卦
と
職
人

と
が
多
く
其
七
割
を
占
む
る
に
至
っ
た
o
其
理
由
は
補
助
移
属
に
封
す
る
監
督
が
帽
貰
LtJ葺
で
あ
る
瓢
.
例

へ
ぼ
印
度
に
於
て
補
助

移
民
と
な
る
謁
に
は
検
査
官
に
よ
っ
て
相
昔
な
日
数
を
か
け
て
偉
染
病
検
査
を
や
ら
れ
る
と
と
'
或
は
補
助
移
民
は
毎
週
検
疫
が
茸

-
て
泉夢

州

施
さ
れ
る
こ
と
t
の
如
き
を
忌
避
す
る
と
云
P
た
こ
と
に
も
基
く
が
､
主
と
し
て
甫
印
度
に
於
け
る
経
僻
的
窮
迫
を
屈
葬
に
於
け
る

ヽ

好
待
遇
に
刺
戟
さ
れ
て
打
開
せ
ん
と
す
る
強
い
希
望
が
時
間
の
か
1
る
補
助
移
民
よ
-
も
非
補
助
移
民
を
選
ば
せ
る
や
う
で
あ
る
｡

此
鮎
に
裁
て

一
九
TIH

年
以
降

l
九
三
四
年
迄
補
助
移
民
が
停
止
さ
れ
た
が
ー
そ
れ
に
も
拘
は
ら
す
自
費
で
渡
航
す
る
も
の
が
非
常

に
多
-
ー

一
九
二
転

年
に
於
て
二
蔦
二
千
人
で
'

一
九
三
七
年
に
は
五
寓
人
に
も
塗
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
判
明
し
や
う
｡

補
助
移
民
は
之
を
移
民
碁
集
人
た
る
カ
ン
ガ

ニ
イ
に
ょ
つ
て
移
民
収
容
所
に
つ
れ
て
解
ら
れ
た
屯
の

rec
T･J
ite
d
iaLJJOtii･
と
自
費

的
忙
確
的
多
n1'♭｣
.つ
.1ノ
し
･卜
71･･
,-
A･
-
い

･-
････

/
｣

,ノ｣

.′
_

′
二

:
･
-
♂
lL三
･i-

に
iLtLi
HL-jL,ご･Jr
と
に
細
分

さ
れ
る
｡
終
発
此
カ
ン
び
･L!
イ
制
度

fEa点
a
TiY
SySten

に

よ
る
.ErTT慶
人
労
働
者
の
奔
馬
は
非
常

に多
-
二

九
二

六年
の
如
き
は
十

軍
事

人に
も
達
し
.
印
度
努
働
者
移
住
の
大
部

分
を
占

め
て
居
た
程
で
あ
っ
た
が
'

硯
泰
は
極
度
に
減
少
し
'

l九
三
六
年
に

於
て

は

五
百人
'
二
王

年
に
於
て
は
五
千
人
と
な
っ
て
屠

l叫 岬

る
｡

/

(鮭
三
)

カ
ン
ガ

Lt
イ
と
は
免
許
を
受
け
た
る
印
度
人
の
移
民
募
集
者
で
あ

る

O

彼

等
は
馬
奉
に
於
け
る
印
度
人
の
農
園
労
働
着
で
t
｡ヘ
ナ

ン
に
あ
る
海
峡
梧
民
地
労
務
官
に
よ
っ
て
努
働
者
募
集
人
と
し
て
の
免
許
を
受
け
た
る
後
'
馬
乗
に
あ
る
印
度
政
府
駐
在
官
の
前
に

出
頭
し
て
免
許
詮
に
裏
書
し
て
貰
っ
て
始
め
て
7
人
前
の
カ
ン
ガ

ニ
イ
と
な
る
o
此
免
許
詔
は
印
度
に
於
け
る
移
民
港
た
る
マ

ド
ラ

ス
と
ネ
ガ
バ
ク
ム
に
登
録
さ
れ
る
｡
其
募
集
す
る
人
数
は

7
椴
に
カ
ン
ガ

ニ
イ

1
人
に
つ
き
二
十
人
迄
に
制
限
さ
れ
､
其
叢
集
範
囲

蕃
英
領
馬
充
に
於
り
る
印
度
火
労
働
省

第
二
審

八
二
九

第
四
班

六
五
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蕃
英
窮
鳥
衆
に
於
け
る
印
度
人
勢
働
者

第
二
着

八
三
〇

第
四
班

六
六

も
印
度
に
於
け
る
自
己
の
出
身
村
だ
け
に
限
ら
れ
て
居
る
｡
カ
ン
ガ
Lt
イ
は
村
に
於
て
原
基
者
の
あ
っ
た
時

は
'
村

を

離
れ
る
前
に

腐
基
音
と
共
に
村
長
の
虞
に
行
っ
て
其
旨
を
通
じ
.
村
長
は
カ
ン
ガ
ニ
イ
免
許
詮
に
裏
書
す

る
こ
と
に
よ
ゎ
'
彼
の
膝
寡
に
辰
野
な

き
こ
と
を
確
認
し
た
W
.i接
と
す
る
｡
次
に
'
募
集
の
費
摘
で
あ
る
が
､
カ
ン
ガ

i川
イ
性
別
皮

に
到
着
す
る
や
p
彼
の
雇
傭
渚
の
財
務

T

J

ノ

ブ

亡

.A.-
I

..二

=
､J
か

ら
差引
か
れ
る
In
比
募
集
コ

ム
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は

成

年

膳

妾
者

一
人

に

つ
き

十
ル
ー
ピ
ー
を
裁

ゆ
る
こ
と
を
得
ず
..
月
つ
夷
年
分
は
少
-
と
も
艦
碁
者
の
駕
に
使
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
カ
ン
ガ
ニ
イ
が
厩
芸
者
と
共
に
マ
ド
ラ
ス
な
り
ネ
ガ
バ
ク
ム
な

-
の
移
民
収
容
所
に
到
宴
し
た
時
は
'
其

汽
車
賃
は
マ
ド
ラ
ス
及
ネ
ガ
バ
ク
ム
に
あ
る
属
釆
移
民
駐
在
官
か
ら
梯
庚
を
受
け
る
0

1
方
.
馬
衆
の
例
に
あ
つ
て
は
雇
傭
者
は
募

集

コ
ム
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
支
沸
つ
て
居
り
'
亦
或
場
合
に
は
カ
ン
ガ
ニ
イ
が
即
度
に
行
く
費
用
を
支
錬
っ
て
屠
る
の
で
'
雇
傭
者
は
印

度
人
移
民
基
金
か
ら
成
年
労
働
者
移
民

l
入
営
,n
の
割
嘗
額
の
支
給
を
受
け
る
が
'
此
割
嘗
額
は
す
べ
て
の
費
用
を
カ
バ
I
す
る
に

足

り
る
や
う
に
算
定
さ
れ
て
あ
る
｡

′

さ
て
'
属
衆

に

封
す
る
印
度
人
等
働
者
補
給
の
中
心
と
な
っ
た
も
の
は
此
カ
ン
ガ

エ
イ
制
度
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
'
か
1
る
移

民
募
集
人
に
よ
る
募
集
に
は
必
然
的
に
起
り
易
い
詐
欺
.
詐
稗
と
か
或
は
儲
け
話
で
釣
る
と
云
ふ
弊
害
を
出
来
得
る
限
り
除
去
す
る

考
慮
が
沸
は
れ
た
｡
即
ち
先
づ
第

1
に
各
席
養
育
は
馬
釆
改
廃
の
役
人
に
よ
っ
て
移
民
収
容
所
に
収
容
せ
ら
れ
る
が
､
比
等
官
吏
は

移
民
に
封
し
て
直
接
間
接
の
金
銭
上
の
利
害
閲
係
は
な
い
の
で
あ
る
.
従
っ

て
其
取
政
は
公
平
で
あ
る
｡
弟
二
は
印
度
政
廉
の
役
人

も
此
移
民
収
容
所
を
訪
れ
.
白

由
に
彼
等
に
密
閉
し
得
る
｡
第
二
1に
農
園
で
は
印
度
に
カ
ン
ガ
エ
イ
を
造
る
場
合
に
生
す
る
必
要
な

費
用
は
印
度
人
移
民
基
金
か
ら
梯
庚
を
受
け
得
る
の
で
'
此
方
法
に
よ
る
募
集
に
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
.
第
四
に
カ
ン
ガ

エ
イ
は



笥

普

選
登
慧

嘗

嘗
ノ

彼
の
親
族
の
住
む
白
己
の
村
に
於
て
の
み
募
集
が
な
し
得
る
の
で
'
彼
は
自
己
の
村

へ
到
着
後
は
直
ち
に
村
長
に
よ

っ

て
監
督
さ
れ

る
こ
と
に
な
-
'
加
ふ
る
に
移
民
募
巽
に
昔

つ
て
の
弊
害
を
除
去
す
る
方
法
と
し
て
第
二
に
述
べ
た
る
如
き
麻
基
音
に
封
し
て
マ
ド

ラ
ス
及
び
ネ
ガ
バ
ク
ム
駐
在
の
馬
釆
移
民
駐
在
官
は
謄
時
質
問
を
な
し
得
る
｡
更
に
'
カ
ン
ガ

ニ
イ
の
移
民
募
集
に
首

つ
て
.
か

1

る
方
法
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
は
'
カ
ン
ガ

ニ
イ
に
二
重
の
賛
任
を
負
は
す
こ
と
に
も
な
る
O
即
ち

一
は
庶
某
者
に
封
し
て
ゞ
あ
る
｡

即
ち
､
原
基
者
並
tJr其
親
族
が
カ
ン
ガ

ニ
イ
を
知
っ
て
居
り
'
カ
ン
ガ

ニ
イ
の
親
族
も
亦
其
村
に
層
任
し
居
る
の
で
あ
-
'

且
つ
カ

ン
ガ

ニ
イ
も
適
富
な
時
期
に
自
己
の
所
属
す
る
屈
葬
の
農
園
に
締
っ
て
原
基
者
と
共
に
働
-
の
で
あ
る
か
ら
'
原
基
者
に
封
し
て
無

茸
任
な
こ
と
は
出
乗
な
い
詩
で
あ
る
.
二
は
貴
国
に
対
し
て
ゞ
あ
る
.
即
ち
カ
ン
ガ

.).
イ
は
農
園
が
必
要
と
す
る
労
働
考

例
へ
ば

/如恥-El)

日
分
と
同
じ
農
園
券
微
音
を
つ
れ
て
凍
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
賛
任
社
有
す
る
わ
で
あ

る

O

Lp

イ

を

∵
･{

:
J.
･,
ニ
ー
.
/
川-
[1,n
J
T
J
八位

rT
q
ノ

ス
滋
ひ
ネ
ガ
｡ハ
ク
ム
の
馬
蹄
移
民

駐
在
官
に
申
出
た

時

に

は
'
共

移

民

の
馬
に
補
助
Lk,輿

へ
T
虐

る
｡
此
移
住
形
能
謹

攻
の
如
き
理
由
か
ら
屈
葬
努
働
局
に
･Li
つ
て
好

ま
し
い
制
度
と
見
ら
れ
て
居
た
.
即
ち
'
(
こ

カ
ン

ガ

ニ
イ
に
よ
る

移
民
募
集
の
方
法
は

如
何
に
艮
-
行
は
れ
や
う
と
も
種
々
の

非
難
は
免
れ
稚
い
,U
と
.
(
二
)
此
移
住
形
態
の
方
が
カ
ン
ガ

.L
イ
に
よ
る

移
民
募
集
の
場
合
よ
-
も

｣ハ
弗
乃
至
八
弗
経
費
が
安
-

済
む
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
.
そ
れ
故
t

T
九
二
四
年
印
家
人
移
民
要
点
魯
は
か
1
る
方
法
に
て
馬
葬
に
到
着
し
た
る
印
度
人
男
女
成

年
移
民

1
人
に
つ
き
二
弗
.
未
成
年
者

1
人
に
つ
き

1
弗
の
割
戻
金
を
輿

へ
る
以
外
に
'
家
族
及
び
扶
養
者
を
伴
ふ
も
の
に
封
し
て

は
周
率
円
に
放
て
動
か
ん
と
す
る
場
所
迄
の
親
道
'
バ
ス
及
び
汽
船
の
無
賃
粟
宰
算
の
交
付
並
に
彼
の
望
む
職
場
に
就
職
す
る
馬
の

あ
ら
ゆ
る
便
宜
の
供
輿
LLJ決
定
し
7
.
然
し
乍
ら
'
此
の
カ
ン
ガ

ニ
イ
矧
壷
に
よ
ら
ぎ
る
補
助
移
民
は
移
民
に
封
す
る
苦
慮
'
移
民

奮
英
蔚
山
光
に
於
げ
ろ
印
度
人
労
働
者

第
二
怨

八

三
7

第
四
拡

六

七



親
側
並
に
移
民
の
配
置
と
云
つ
た
鮎
に
関
し
て
カ
ン
ガ

ニ
イ
剛
壁
に
よ
る
補
助
移
民
程
容
易

に
解
決
し
難
い
や
う
に

巴
ほ
れ
る
の
で

あ
る
｡

か
-
て
補
助
移
民
は
此
二

つ

の
形
式
に
よ
っ
て
行
は
れ
'
年
々
多
-
の
印
変
人
額
働
頚
の
流
入
を
見
て
屠
る
D
次
表
は
山
二
つ
の

･.T7
]=,

形
式
に
よ
る
補
助
移
IiJJ中
成
年
者
に
親
て
の
瑞
T<
碑
計
で
あ
る

｡

.I
九

二

C
J
年

)
九

二

五
年

7
九

三

〇

年

)
九

三

五
年

一
九

三

六

年

一
九

三

七

年

カ
ン
ガ
ニ
イ
制
度
に

ょ
り?
頑
助
移
Eq

六
二
'C
O
G
人

四
三
'
三
c
c

二
7
.
二
rJ
O

T
t
三
〇
〇

五
〇
〇

五
'
三

〇
〇

カ
ン
ガ
tl,
イ
糾
賃
に

ょ
ら
ざ
る
補
励
移
民

八
'六
〇
〇
人

1
七
.〇
〇
〇

一
二
､
九〇
〇

1
三
'九
〇
〇

二
'四
〇
〇

四
二
､
二
〇
〇

補
助
移
民
は

].
九
三
〇
年
八
月
馬
非
政
府
に
よ
っ

て
停
止
さ
れ
'

一
九
三
四
年
に
至
っ
て
カ
ン
ガ

Ll
イ
制
度
に
よ
ら
ざ
る
補
助
移

民
が
再
開
せ
ら
れ
た
.
而
し
て
其
方
汝
は
攻
の
通
-
で
あ
る
O
即
ち

'
従
釆
農
園
等
に
於
て
努
働
に
碓
暮
し
た
る
も
の
が
韓
国
す
る

時
に
は
鐸
国
許

T
h
ltt↑
S
u
rat
を
受
け
'
之
に
よ
っ
て
補
助
移
民
と
し
て
再
渡
航
が
出
奔
る
や
う
に
し
て
あ
る
他
'
新
た
に
労
働
者

と
し
て
入
国
す
る
も
の
に
は
新
来
老
詮

P
utha)･

S
urat
が
襲
行
さ
れ
る
o
其
方
法
は
'
例

へ
ば
某
農
園
に
即
変
人
韓
働
者
が
不
足
し

て
居
る
時
に
は
'
其
登
園
に
居
る
印
度
入
省
厳
者
が
尾
野
壬
に

｢
即
夏
の
自
分
の
村
に
某
が
屠
る
｣
と
申
出
で
て
其
登

別
其
他
を
詳



食
事
.--
･･II･･･

･

紬
に
詮
明
す
る
｡
忙

う
し
て
多
-
の
勢
働
者
の
申
出
に
よ
っ
て
新
た
に
屡
僚
す
べ
き
者
の
リ
ス
ト
が
出
奔
上
る
と
層
轡
王
は
居
禾
労

働
局
に
自
分
の
農
園

弟
働
事
情
を
話
し
其
許
可
を
得
て
'
此
リ
ス
ト
を
ペ
ナ
ン
の
労
務
官
の
虞
に
造
っ
て
検
査
し
て
貰
ふ
｡
次
い
で

こ
の
リ
ス
ト
の
篤
L
は
印
度
に
あ
る
移
民
収
容
所
の
方
に
遮
ら
れ
る
o

l
方
'
雇
傭
主
は
印
度
に
於
て
新
た
に
雇
傭
す
べ
き
努
働
者

の
虞
に
書
状
を
迭
る
.
新
労
働
者
は
此
署
状
を
も
っ
て
移
民
収
容
所
に
赴
き
､
此
鹿
で
蕨
重
な
検
査
を
受
け
た
る
後
'
通
常
と
息
は

れ
ば
.
直
ち
に
補
助
に
よ
っ
て
移
僅
出
釆
祷
る
韓
で
あ
る
｡
此
方
法
は
殆
ん
L
tJ

何
等
の
弊
害
も
生
せ
ず
'
艮
-
撰
珊
さ
れ
て
居
た
や

う
で
あ
る
｡

五

印
度
人
券
働
脊

T3
算
働
状
態

て
見
や
う
.

Ⅰ

券
銀
と
労
働
時
間

馬
乗
に
於
け
る
印
変
人
努
働
者
の
標
準
賃
銀
に
関
し
て
は
､
プ

ロ
ビ
ン
ス
･
ウ
エ
ル
ズ
ワ
イ
.

ス
ラ

ン
ゴ
ー
ル
州
の
ク
ラ
ン
'

ク
ブ
ラ

･
ル
ム
プ
ー
ル
'

ク
ア
ラ
ラ
ン
カ
ッ
ト
地
方
'

パ
ハ
ン
州
の
リ
ビ
ス
'

ヲ
サ
ブ
､
ペ
ン
ト
ン
､

テ
マ
ロ
ー
地
方
'
ケ
ラ
ン
タ
ン
州
の
ウ
ル
･
ケ
17
ン
タ
ン
地
方
に
於
て
は
津
律
に
よ
っ
て
印
度
人
労
働
者
の
最
低
質
鈍
を
決
定
し
て

ゐ
る
｡
而
し
て
'
其
他
の
地
方
も
こ
の
標
準
貸
銀
に
従
っ
て
居
る
や
う
で
あ
る
｡
此
内
'
プ
ロ
ビ
ン
ス
･
ウ
ェ

ル
ズ
-
イ
及
び
ス
ラ

ン
ゴ
ー
ル
地
方
で
は
男
子
成
年
努
働
者

一
日
賃
銀
は
四
十
仙
で
'
女
子
成
年
労
働
者
は
二
手

二
仙
と
な
っ
て
居
る
が
.
其
他
の
地
方

で
は
男
子
が
四
十
七
仙
'
女
子
三
十
七
仙
と
な
っ
て
居
る
｡
此
賃
錐
は
助
付
工
や
除
草
夫
或
は
探
液
苦
力
の
如
き

.L
殻
護
諜
園
男
働

雪
英
領
属
非
に
於
け
る
印
度
人
労
働
者

第
二
巷

八
三

三

第
四
斬

ユハ
九



啓
英
領
馬
束
に
於
け
る
印
度
人
膚
御
者

第
二
台

八
三
四

第
ET溌

七
〇

者
で
あ
る
が
'
護
謀
部
内
工
埠
努
働
者
は
五
仙
乃
至
十
仙
程
商
い
の
で
あ
る
(
]
九

三
七
年
現
在
).

此
等
印
度
人
農
園
労
働
者
の
賃
銀

は
彼
等
の
郷
里
た
る

マ
ド
ラ
ス
州
に
於
け
る
鼻
糞
賃
銀
に
此
す
れ
ば
極
め
て
好
催
件
で
約
三
倍
以
上
に
達
す
る
と
恩
ほ
れ
る
.
印
度

人
草
働
者
の
賃
鎮
ま
梯
形
態
は
定
額
寛
親
側
で
あ
る
が
同
じ
謀
議
酌
労
働
着
で
も
安
部
人
と
怒
れ
ば
出
墾

筒
梯
賃
銭
制
む
托
鞘
し
て

拙

許

乃
.

川

-
決

っ

た

枇

洲
rlm
り

土

鳩

安
禦
撃
鞭
乃
諾
は
む
R1.7
に
刑
-L(,三
～祁
脚
を
罷
迷
う

る

竜
に
JJ

r

二
｣は
通
告
な
方
涼
で
あ
る
け

然

し
､

此
方
法
の
拝

所
は
其
枕
木
に
卦

て
支
部
人
労
働
組
織
か
ら
乗
る
も
の
と
考

へ
ち
.

即
ち
､
安

部
人
草
働
締
結
は
普
通
食
杜
に
封

し
て
支
部
人
努
働
者
の
使
用
に
関
し
て
全
章
任
を
負
ふ
親
方
が
居
-
､
其
下
に
居
る
幾
人
か
の
苛
力
頭

(
現
場
監
吾

に
よ
っ
て
支
部

人
労
働
者
が
使
用
せ
ら
る
1
関
係
に
あ
-
､
支
部
人
労
働
者
の
死
宿
の
標
は
親
方
な
り
'
苦
力
頭
な
-
が
提
つ
て
屠
る
｡
其
賃
銀
に

於
て
も
骨
社
は

7
指
し
て
親
方
に
支
梯
U
.
其
分
配
は
親
方
に
更
に
菅
力
覇
に

1
任
す
る
の
で
あ
る
o
経

っ
て
親
方
な
り
苦
力
頭
な

-
は
出
埜

南
棟
賃
銀
制
に
よ
っ
.LJ出
来
得
る
眼

-
其
弊
働
能
率
主

局
め
て
'
多
額
の
賃
銀
を
得
'
そ
の
上
前
を
摸
ね
る
こ
と
が
出
葬

る
か
ら
で
あ
る
o
燃
し
乍
ら
'
出
丞

南
棟
箕
銀
の
紋
鮎
は
賃
銀
調
整
の
方
法
の
秩
除
､
即
ち
讃
謀
借
或
は
錫
債
の
騰
貴
に
封
し
て
実

録
が
調
盤
rLrれ
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

次
に
'
券
働
時
間
で
あ
る
が
'
努
働
浜
に
よ
れ
ば

1
殻
に
普
通
努
働
契
約
は

山
ヶ
月
又
は
三
十
労
働
日
以
上
の
期
間
に
亘
る
JJ
と

を
得
ず
と
な
っ
て
居
る
が
'
之
は
革
に
形
式
上
の
事
に
す
ぎ
な
い
｡
而
し
て
努
働
時
間
は

1
ケ
月
二
十
四
日
労
働
で
あ
-
'
戸
外
券

働
者
は

1
週
六
日
'

1
日
九
時
間
'

穐
験
し
て
六
時
間
以
上
の
努
働
を
た
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
'
然
し
農
園
内
工
柴
弊
働
者
は
必
要

の
場
合
は
九
時
間
箪
働
以
上
を
淡
め
ら
る
1
と
と
も
あ
る
が
'
其
残
業
部
分
に
は
倍
加
質
鋲
里

見
韓
ふ
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
あ



る
(出
勤
に
託
て
ば
附
銀
貨
概
括
談
葦
魯
照
).
然
し
乍
ら
'
膏
際
に
於
で
は
エ
ス
テ
-
1
で
は
平
均

丁
目
七
時
間
額
働
位
で
あ
り
'
稽
緩

(riiハ一

労
働
時
間
は
五
時
間
を
起
ゆ
る
こ
と
は

な

い

O

残

額
の
障
問
は
茸
適
評
諾
園
の
如
き
に
於
て
は
其
((
L元

に
野
零
'
陸
相
た
ぞ
を
作
っ

て
補
助
食
料
を
得
る
JJ
と
に
働
い
て
居
る
｡

〓
宜
銀
か
ら
の
差
引

右
の
如
く
ulZ=
変
人
劣
働
者
は
最
低
賃
銭
と
労
働
時
間
と
が
規
定
さ
れ
て
笛
働
関
係
に
入
る
辞
で
あ
か

が
'
か
-
し
て
得
た
る
賃
銭
は
月
梯
勘
定
で
且
つ
現
金
麦
梯
で
あ
る
が
'
彼
等
の
手
取
金
は
先
づ
努
働
者
に
前
渡
金
あ
る
場
合
は
之

を
差
引
き
'
次
い
で
穿
働
監
督
官
の
許
可
を
得
て
.食
草

米
'
又
は
カ
レ
I
架
味
料
の
天
引
を
な
す
を
得
る
と
労
働
法
は
規
定
し
て

居
る
.
但
し
'
前
渡
金
差
引
の
場
合
は
利
子
を
付
す
る
こ
と
は
得
な
い
.

浴

.n:
L,I
.,
rr1
-
一
に
詔
崩
せ
ら
れ
て
屈
-
'
其

監
督
は
層
讃
監
賢
官
に
ょ
つ
U
l

だ
小五
..

販
涜
す
る
耐
晶
の
慣
格
は
琉
糾
さ
れ
-
て
試

る

Q

エ
ス
テ
ー
,l
商
店
の
嬰
異
す
る
主
な
商
品

は
米
で
あ
り
'
此
米
は
繍
句
及
び
奉
か
ら
輸
入
せ
ら
れ
る
｡
其
輸
入
米
は
男
子
成
年

芸

者

盲

の
米
蔓

量
竺

カ
テ
ィ
(
品

石
)
と
見
讐

て
屠
る
｡
亦
,
エ
ス
テ
ー
毒

買

外
に
聖

軌
等

店
が
あ
る
這

版
費
店
も
政
府
の
許
可
を
得
､
滑
費
税
務
常
局
の
監
督
の
下
に
あ
る
O
邦
し
最
近
に
於
て
は
榊
子
酒
精
曙
者
の
数
は
寧
ろ
減
少
し
つ

1
あ
る
.
そ
の
理
由
は
労
働
者
が
他
に
娯
楽
を
求
む
る
に
至
っ
た
こ
と
が
馨
げ
ら
れ
て
屠
る
｡
僻
､
労
働
者
の
住
居
は
橿
傭
譜
に
よ

っ
て
作
ら
れ
'
提
供
さ
れ
て
居
る
｡

か
-
の
如
-
し
て
膏
際
上
印
度
人
労
働
者
の
手
に
撞
ら
る
1
手
取
金
は
非
常
に
減
少
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
'

其
額
は
明
ら
か
で
は
な
い
｡
然
し
'
此
鮎
に
就
て
は
攻
に
述
べ
る
印
度
人
努
働
者
の
貯
辛
及
び
途
金
に
ょ
つ
て
大
約
薙
は
れ
る
1で
あ

菩
英
領
馬
衆
に
於
げ
る
印
度
人
労
働
者

第

二
巻

八
三
五

第
四
求

七

Z



替
英
領
馬
衆
に
於
け
る
印
度
人
勢
鰍
名

第
二
審

八
三
六

第
四
郎

七
二

ら

う

｡

三

貯
蓄
及
び
遠
金

印
庶
人
労
働
者
の
貯
蓄
額
に
裁
て
は
､

一
九
二
王

年
現
在
に
於
け
る
馬
釆
逓
信
局
T
he
Post

and
Te･

!eg
rap
h
s
D
ep
t･
教
養
の
郵
便
貯
垂
局
か
ら
計
堺
す
る
に
攻
の
如
-
な
っ
て
居
る
｡

比
敬
は
梅
峡
相
民
地
.
馬
術
聯
邦

7
ケ
グ
州

'

ジ

ョ
ホ
ー
ル
W
p
トノ
ラ
/
㌢

/.
=
.hLへ
-rr
,.
=
.iL,
/
､ノ
､1-
■､
〉
-
n

..=
.

I,日
1
..
.｢卜∴
.
･
･､
.
･.･
1
1-.‥
･

閤
心金

有
数

二
㌧
二
五
〇
人

七
'
三
一
九

三
四
'九
二
六

一
六
'0

1
九

預

金

高

一三
三
千
頼
政
弗

一
'
二
九
二

二
~〇
〇
七

二
.
.八
EI
1

七
'
四
七
一

l
人
箇
預
金
高

7
四
三
続
映
弗

一
七
六

八
六

完

O

i

⇒

印
度
人
努
働
者
の
貯
金
は
概
ね
零
細
で
あ
る
か
ら
此
表
に
よ
っ
て
L
/鰹
の
状
態
が
察
知
出
乗
る
が
'
然
し
'
彼
等
の
貯
蓄
は
自
分

に
保
有
し
て
居
る
も
の
.
雇
傭
主
其
他
に
預
け
る
も
の
が
あ
る
か
ら
.
此
表
の
み
に
よ
っ
て
は
不
充
分
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な

い｡印
度
人
労
働
者
に
貯
蓄
を
な
き
し
む
る
と
同
時
に
不
時
の
出
費
に
供

へ
る
駕
に
二
つ
の
細
粁
が
行
ほ
れ
て
居
る
｡

1
は
協
同
組
合

制
度
で
他
は
ク
ツ
ツ

(K
tlttu
)
と
呼
ば
れ
る
方
浜
で
あ
る
O
協
同
組
合
に
就
て
は
馬
衆
政
府
は
協
合
釦
合
局
を
設
け
て
政
府
の
指
導

に
ょ
つ
て
馬
釆
各
地
に
協
同
組
合
が
設
立
さ
れ
て
居
る
｡
今
'

一
九
二
王

年
現
在
に
於
て
海
峡
柿
民
地
及
び
倍
額
聯
邦
に
裁
て
見
る

に
'
舶
台
数
三

三

1J.
縫
合
貞
六
四
､
二
八
六
人
､
加
入
蘇

1
'
五
三
四

1
二
七
海
峡
弗
と
な
っ
て
居
る
O
此
等
の
額
か
ら
見
れ
ば
､



饗
養
護
r
首

協
同
組
合
制
童
は
印
度
人
労
働
者
の
駕
に
未
だ
大
な
る
働
き
を
な
し
て
居
る
と
は
思
は
れ
な
い
が
'
最
近
年
急
速
度
に
護
透
し
て
居

る
｡
ク
ツ
ヅ
と
云
ふ
の
は
印
度
人
労
働
者
間
に
於
て
行
は
れ
る
も
の
で
~
ク
ツ
ツ
と
は
タ
ミ
ー
ル
語
で
あ
っ
て
組
合
と
云
ふ
意
味
で

あ
る
.
此
方
法
は
恰
も
我
国
の
頼
母
子
講
に
似
て
屠
-
'
信
用
の
置
け
-怠
労
働
者
が
相
集
っ
て
紳
合
月
を
樺
成
し
'
毎
月
組
合
点
が

T
定
の
掴
金
を
な
し
'
こ
の
金
を
必
要
と
す
る
組
合
月
が
尭
引
乃
至
入
札
に
ょ
つ
て
凍
っ
て
行
き
'

最
後
に
残
っ
た
も
の
が
衆
も
多

-
取
る
と
云
ふ
方
法
で
あ
る
O
戯
し
.
近
年
に
な
っ
て
郵
便
貯
金
や
協
同
組
合
道
動
に
よ
っ
て
此
ク
ツ
ツ
は
漸
次
下
火
と
患
っ
て
居

る
と
云
ふ
O

攻
に
~
彼
等
は
貯
蓄
以
外
に
彼
等
の
郷
里
た
る

マ
ド
ラ
ス
方
面

へ
毎
年
多
額
の
途
金
を
な
し
て
屠
る
Q
其
額
は

7
九
三
七
年
末
現

在
に
於
て
馬
罪
過
危
局
調
査
に
よ
れ
ば
攻
の
如
-
で
あ
る
(伯
し
偽
雄
の
地
城
は
郵
便
貯
八.:lS
境
令
に
同
じ
,0

日
∵

::.･

･叶

卜

[･(,
:坪
.
･･
ト

,p
㍉

,'

･∴

]∵

.p･
･･.

-･
･
.

一

7'

ド

ラ

ス

州

へ

勢

働

讃

労
働
者
以
外
の
も
の

マ
ド
ラ
ス
州
を
除
-
印
度
へ

計

口

数

7
C
)八
'三
九
九

四
三
'六
三
八

六
7
.八

一
六

二
｢
三
'八
五
三

大
'
7
四

7
.
二
二
二
ル
ー
ビ
I･

一
'六
九
三
'
八
九
二

四
'〇
八
八
'六
七
r
)

二

'
九
二
三
'
七
八
四

印
度
人
労
働
者
の
大
部
分
は
自
己
の
貯
蓄
を
印
度
に
締
る
時
に
'
現
金
乃
至
は
雫
石
に
代

へ
て
自
ら
印
度
に
持
ち
寧

ろ
が
'
此
額
は

充
分
に
判
明
し
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
属
も
角
と
し
て
'
以
上
に
述
べ
た
如
-
'
馬
葬
に
於
け
る
即
庶
人
勢
働
者
は
相
嘗
額
の
貯

蓄
と
遥
金
と
が
出
釆
得
る
の
で
あ
る
か
ら
'
生
活
難
に
悩
む
南
部
印
度
の
ク
ミ
ー
ル
族
に
と
つ
て
は
'
届
帝

へ
の
移
住
は
魅
力
を
持

蓉
英
領
席
衆
に
於
け
る
印
度
人
勢
働
者

第
二
審

八
三
七

第
四
折

七
三



蓉
英
領
馬
束
に
け
於
る
印
度
人
労
働
者

第
二
巻

八
三
八

第
四
批

七
四

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
知
出
奔
や
う
.

四

労
働
能
率

馬
葬
の
農
園
'
殊
に
諾
謀
園
に
於
け
る
券
働
者
は
即
変
人
､
支
部
人
及
び
属
衆
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
居

り
.

就
中
｡
其
八
割
迄
が
印
度
人
で
あ
る
O
か
-
の
如
-
､
護
謀
園
に
於
で
印
達
人
僚
働
譜
が
腰
面

的
に
多
数
た
JJ,u
め
て
腐
る
賀
状

:

=
=
L;
小

目
‥ヒ
‖

1
-
〟.1二
･
l.-Lil,A-
･̀

T
<･
ム｢
こ
れ
3

1-3都
側

前

群

･･三
三
止
准
抄

酢
上り.場
に
壬
LJ..!｣
舞
っ

て

見
や
う
C
悟
衆
に
A
rけ
る
襟
誤

園
労
働
者
と
し
て
の
排
塵
人
と
支

部

人
と
を
此

改

し

て
見
る

に
､
粁
解
的

｣-1
場
か
ら
ぼ
'
寧
ろ
支
部

人
労
働
者
の
方
が
有
利
に
兄

へ

る
O
例

へ
ば

1
九
三
二
奉

マ
ラ
ッ
カ
の
エ
ス
テ
ー
上

又
配
人
骨
合
席
上
.

エ
ッ
チ
･

.I,h

エ
ー
･
ス
ト
ツ
ケ
ル
の
蚤
表
し
た

｢
各
種

エ
ス

テ
ー
ト
労
働
者
の
比
較
研
究
｣
に
よ
れ
ば

｢
現
今

一
般
に
探
用
せ
ら
れ
つ
ム
あ
る
所
の
仝
園
ク
ミ
ー
ル
菅
力
の
み
を
採
用
す
る
方
法

に
封
し
て
程
々

の
之
に
代
る
べ
き
制
度
の
あ
る
こ
と
堅

不
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
･-
-
現
在
護
諜
園
を
経
営
し
て
行
く
霜
に
は

経
済
的
と
云
ふ
こ
と
が
其
指
導
原
理
で
あ
る
.
今
日
凡
ゆ
る
護
琵
園
に
於
て
労
銀
は
支
出
の
最
も
大
怒
る
部
分
な
る
を
以
て
最
少
可

能
生
産
費
を
得
る
賃
に
は
昔
々
は
最
も
安
慣
な
る
努
力
を
便
周
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
の
で
あ
る
｡
･･
･･
現
在
麦
邦
人
と
ク
,,J
I

ル
人
と
の

エ
ス
テ
ー
ト
労
働
者
と
し
て
の
賓
格
に
関
し
て
の
差
異
は
非
常
に
僅
少
と
な
っ
て
居
る
C
･三
･
支
那
人
採
旅
苦
力
は
タ
ミ

ー
ル
苦
力
よ
り
も
同

一
面
積
か
ら
よ
り
多
量
の
収
穫
物
を
得
る
も
の
で
'
従
っ
て
タ
ミ
ー
ル
人
を
雇
傭
す
る
場
合
要
求
せ
ら
る
1
所

の
移
民
基
金
負
捨
金
'
腎
療
馨
並
に
衛
生
費
等
を
考
慮
す
れ
ば
此
等
二
人
程
の
コ
ス
ト
は
同
程
ゴ
ム
巣
園
に
放
て
は
殆
ん
ど
差
異
を

示
さ
な
い
も
の
で
'
且
つ
支
部
人
は
恐
ら
-
ク
ミ
ー
ル
人
よ
り
も
七

-
一0

%
の
多
量
の
収
穫
を
拳
げ
る
も
の
で
あ
る
.
-
････そ
れ

に
現
在
支
邦
人
は
ク
ミ
ー
ル
人
に
支
給
せ
ら
る
1
質
銀
よ
り
も
唯
少
し
許
り
多
き
も
の
に
て
働
か
ん
と
希
望
し
て
居
-
'
又
命
令
に

封
し
て
も
非
常
に
服
従
し
宋
-
.
遮
音
に
軸
.冊
せ
ら
る
-.
エ
ス
テ
ー
J･
に
於
け
る
正
規
雇
隙
駁
働
著
に
輿

へ
ら
る
1
種
々

の
便
宜
を



I

.

11t
.～

･
r
=
し
.

尊
重
せ
ん
と
し
っ
1.
あ
る
も
の
で
あ
る
｣

と

O

亦
'
筆
者
が
昭
和
十
四
年
に
屈
葬
に
於
け
る
邦
人
謹
詩
園
よ
-
得
た
る
賓
料
に
よ
れ

ば
､
支
部
人

･
即
塵
人

.
馬
衆
人
の
能
率
は
攻
の
如
く
で
あ
る
O

1
日

探

授

受

持

樹

木

数

1

日

貰

銀

(仙
)

7
人
漂
-

一
ヶ
年
生
産
高

(園
)

1
ヶ

年

労

働

所

得

(酎
)

捷
塵
高
に
占
む
る
常
銀
の
制
令

支

那

人

ETLO
O
-
九
〇
.∪

五
五

六
〇
(1l･〇
〇

二
じ
U
･七
五

三
三
･四
六
%

印

度

人

三
五
〇
-
四
〇
〇

Lは
五

四

八
〇
･〇
〇

二
ハ
四

･
二
五

三
四
･
二
二
%

馬

宛

人

三
〇
〇

三

四

三
六
〇
･〇
〇

l
二
四
二

〇

三
四
･四
八
%

ー

･･＼
蛋

ヽ
ー

即
ち
'

1
九
二
五

年
現
在
に
於
て
は
､
努
働
宥
能
率
は
支
邦
人
背
働
者
が
億
も
長
い
こ
と
が
判
明
す
る
n-
従
っ
て
黄
邦
人
額
働
者
の

賃
銀
JJ
即
庶
人
努
御
着
の
賃
鎌
と
が
､
名
目
ト
キ

仙
位
の
護
異
あ
る
時
は
東
郷
人
相打
倒
潜
む
居
間
し
た
方
が
時

(,
や
う
に
朋
...,1J
iTno

そ
れ
故
'
従
弟
誰
謂
閏
に
於
U
m
圧
入
描
御
者
が
､苧

こ
し
r
依
刊
♪JJか
た
伸
也
は
.
か
-

の
如
･h
絹
弾
L̂b
上

か
ら

′T
iT

r

t

=

-

.
ギ

ろ

他
に
理
由
が
あ
る
や
う
に
息

へ
る
O
即
ち
､
其

1
は
支
部
人
椅
働
者
の
英
軍
は
印
度
入
荷
御
者

の
如
-
印
賢
人
移
民

基
余
の
如
き

組

織
を
有
せ
ず
'
其
碁
集
費
が
比
較
的
高
-
つ
-
こ
と
｡
英
二
は
屡
嘩

王
側
か
ら
云
っ
て
安
部
人
努
働
者
は
印
度

八
草
働
者
に
此
し
て

便
絹
し
難
い
鮎
が
あ
る
こ
と
'
例

へ
ぽ

(
こ

支
部
人
は
外
観
人
で
あ
る
が
印
度
人
は
自
己
の
植
民
地
の
原
任
民
で
あ
-
'
統
治
乃

至
監
督
が
し
易
-
'
(
二
)
支
部
人
歩
働
者
の
如
-
描
く
結
束
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
其
他
社
骨
運
動
を
超
す
こ
と
が

蓬
状
的
少
な
い
こ

と
'
(
≡
)
支
部
人
草
働
者
は
屈
葬
に
於
け
る

他
の
支
那
人
と
相
通
じ
て
支
部
人
社
食
を
形
成
す
る
に
反
し
'

即
庶
人
は
最
も
弛
督

階
奴
の
観
念
張
-
､
夕

,I,
-
ル
人
の
如
き
は
最
も
早
ま
れ
る
購
民
硬
焼
で
あ
る
か
ら
'
屈
葬
で
神
官
の
地
位
に
居
る
印
庶
人
は
彼
等

を
全
然
相
手
に
せ
ず
'
外

部
か
ら
影
響
を
豪
る
JJ
と
が
少
く
な
い
等
が
考

へ
ら
れ
る
｡
倫
此
鮎
に
就
て
の
詳
細
は
'
更
に
他
日
攻
究

琶
英
領
馬
苑
に
於
け
る
印
度
人
労
働
者

第
二
審

八
三
九

第
g
TL親

七
五



替
英
領
馬
衆
に
於
け
る
印
度
人
勢
働
著

し
て
見
る
積
り
で
あ
る
｡未

満

第
二
韓

八
円
〇

第
四
郎

七
大

.i
:.
r,.:
空
-
香
,7Tl旬
月
一列
に
黙
り
Jだ
即
家
人
紫
偲
者
に

銑
て
.

娘
等
が
故
も
多
-
仮
朋
さ
れ
て
悟
る
認
識
簡
努
働
歓
II
JLIL
r
ノ‥
}

其
移
住
符
蹄
と
馬
邦
に
於
け
る
労
働
秋
態
と
を
述
べ
た
O

彼
等
は
主
と
し
て
甫
印
度
の
ク
ミ
ー
ル
族
で
あ
-
､
其

郷里
に
於
て
は
殆
ん
ど
農
業
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
が
馬
未

の
好
遇
と
印
度
人
移
民
基
金
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
謀
議

園弊
働
者
と
し
て
移
任
し
乗
っ
た
D
讃
謀
園
の
蔑
展
と
共
に
糠
等
努
働
者

I

の
数
も
増
加
し
釆
つ
た
が
､
彼
等
は
支
部
人
労
働
者
と
異
っ
て
護
謀
園
以
外
に
は
費
展
し
な
か
つ
た
｡
共
理
由
は
彼
等
が
鏑
山
労
働

着
或
は
工
場
勢
働
者
と
し
て
は
其
能
率
の
鮎
に
掛
て
は
到
底
支
部
人
努
働
着
と
荒
事
が
出
来
な
い
と
云
ふ
以
外
に
'
印
度
入
社
骨
内

部
に
於
け
る
カ
ス
ト
の
関
係
に
も
其
原
田
が
あ
る
や
う
に
息

へ
る
o
即
ち
カ
ス
ト
の
関
係
に
よ
-
馬
乗
に
於
け
る
即
変
人
社
食
は
融

合
し
居
ら
ず
'
ク
ミ
ー
ル
族
の
護
.環
鼠
算
働
者
は
其
他
の
諸
企
業

へ
延
び
る
飴
地
が
極
め
て
限
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
｡
舛
ら
ば
何

故
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述
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仰
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息
ふ
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